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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第34期

第２四半期
連結累計期間

第35期
第２四半期
連結累計期間

第34期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 1,843,548 1,752,353 3,623,943

経常利益 (千円) 141,097 113,521 203,430

四半期（当期）純利益 (千円) 92,048 76,720 113,150

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 82,042 93,325 154,337

純資産額 (千円) 3,705,058 3,805,978 3,745,096

総資産額 (千円) 4,688,228 4,811,277 4,789,767

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 20.86 17.90 26.01

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 79.0 79.1 78.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 152,115 △2,510 293,946

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 10,084 △7,280 △45,024

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △179,141 △33,233 △212,068

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,553,723 1,579,930 1,617,318

　

回次
第34期

第２四半期
連結会計期間

第35期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 22.49 10.95

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）において営まれている事業
の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。　

　　なお、重要事象等は存在しておりません。　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の金融財政政策の効果により円安や株価の

上昇など、緩やかに回復の兆しが見られました。しかし、各企業の設備投資意欲は旺盛とは言えない

状況にあり、先行き不透明な状況の中で推移しました。

　海外に目を向けますと、欧州経済は依然として金融不安が残り景気の回復も遅れております。ま

た、中国をはじめアジア地域の新興国ではその経済成長が鈍化し、今後の情勢が予断を許さない状況

にあります。

 このような状況の中、当社グループは新商品の開発営業を含めた積極的な提案型営業を展開しつ

つ、固定費の削減にも引き続き注力してまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の業績

につきましては、売上高は17億52百万円（前年同期比4.9%減）となりました。また、利益面におきま

しては、営業利益が89百万円（前年同期比32.1%減）、経常利益が１億13百万円（前年同期比19.5%

減）となり、四半期純利益76百万円（前年同期比16.7%減）となりました。

　

（2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して21百万円増加し、48

億11百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金が94百万円増加し、現金及び預金が37

百万円、商品及び製品が13百万円、建物及び構築物（純額）が12百万円減少したことによるものであ

ります。

　負債は、前連結会計年度末と比較して39百万円減少し、10億５百万円となりました。これは主とし

て賞与引当金が19百万円増加し、支払手形及び買掛金が23百万円、未払法人税等が11百万円減少した

ことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して60百万円増加し、38億５百万円となりました。これは主と

して利益剰余金が44百万円、為替換算調整勘定が18百万円増加したことによるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して0.9ポイント増加し、79.1％となり

ました。
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（3）キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して37百万円減少

し、15億79百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローでは、２百万円の支出(前年同期は１億52百万円の収入)となり

ました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上１億13百万円、売上債権の増加88百万円、

仕入債務の減少30百万円、法人税等の支払50百万円によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、７百万円の支出(前年同期は10百万円の収入)となりまし

た。これは主として有形固定資産の取得による支出８百万円によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、33百万円の支出(前年同期は１億79百万円の支出)となり

ました。これは主として配当金の支払32百万円によるものであります。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次の通りです。

当社は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付行

為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為（市場

取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、予め当社の取締役会が同意した者によ

る買付行為を除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う

者またはその提案者を「大規模買付者」といいます。）に対する対応方針（以下「本方針」といいま

す。）を導入しております。

①本方針に対する基本的な考え方

当社株式は、自由な取引が認められており、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案にする判断

は、最終的に当社株式を保有する当社株主の皆様に委ねられるべきものであると考えます。

　もっとも、大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同利益に対する明白な

侵害をもたらすもの、株主の皆様の株式の売却を事実上強要するおそれのもの等もあります。大規模

買付行為がなされた場合、株主の皆様に当該行為の是非及び株式継続保有の是非をご判断いただくた

めには、当社取締役会及び大規模買付者双方から株主の皆様に適切かつ十分な情報が提供されること

が不可欠です。大規模買付行為による当社及び当社グループへの影響、大規模買付者が当社の経営に

参画した場合の経営方針や事業計画の内容、大規模買付行為に関する当社取締役会の意見等は、株主

の皆様に大規模買付行為の是非や株式継続保有の是非をご判断いただく際の重要な判断材料になるも

のと存じます。

これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に関しては、大規模買付者から事前に株主の皆

様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供される機会を確保し、かかる情

報が提供された後、速やかに大規模買付行為の是非を検討して、独立の外部専門家等の助言を受けな

がら意見を形成し、公表する所存でおります。更に、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善に

ついての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。

かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様には当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規

模買付者の提案と（代替案が当社取締役会から提示された場合には）その代替案をご検討いただくこ

とが可能となり、最終的な応否を適切に決定していただけることとなります。

　当社取締役会は、大規模買付行為が上記の意見を具現化した一定の合理的なルールに従って行われ

ることが、企業価値・株主共同の利益に合致すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール（以

下「大規模買付ルール」といいます。）を設定することといたしました。
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②大規模買付ルールの概要

　イ．対象となる買付

大規模買付ルールは、以下のいずれかに該当する買付その他の取得若しくはこれらに類似す

る行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とします。　

ａ．当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付そ

の他の取得

ｂ．当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券などの株券等所有割合及び

その特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上になる買付

大規模買付者は、大規模買付ルールに定められる手続に従うものとし、同ルールに従い当社

取締役会が新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、大規模買付行為を

実施してはならないものとします。

　ロ．意向表明書の提出

大規模買付者は、大規模買付の開始または実行に先立ち、大規模買付ルールの手続きを遵守

する旨の法的拘束力のある誓約文言、買付者が反社会的勢力などでないことを誓約する文言を

含む書面（買付者の代表者による署名または記名押印のなされたもので、条件、留保等の付さ

れていないものとします。）及び当該署名または押印を行った代表者の資格証明（以下、これ

らを合わせて「意向表明書」といいます。）を当社に対して日本語で提出していただきます。

意向表明書には、大規模買付者の氏名または名称、住所または本店、事務所の所在地、設立

準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先及び企図されている大規模買付行為の概要等

を明示していただきます。

　ハ.大規模買付者に対する情報提供の要求

当社は、意向表明書受領後10営業日以内に、株主の皆様の判断及び当社取締役会の意見形成

のために、大規模買付者に対して具体的な大規模買付行為の内容に関する情報や大規模買付者

に関する必要かつ十分な情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）のリストを当該大規

模買付者に交付し、大規模買付者から、速やかに当該リスト記載の情報を記載した書面を当社

取締役会に対して日本語で提供いただきます。

大規模買付情報の内容を以下に例示しておりますが、これに限定されるものではありませ

ん。　

ａ．大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）各

組合員その他の構成員を含みます。）の概要（大規模買付者の具体的名称、所在地、代

表者の氏名、会社等の目的及び事業内容、沿革、役員の経歴、資本構成、直近３事業年

度の財務内容、設立準拠法、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験

等に関する情報を含みます。）

ｂ．大規模買付行為の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関

連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性、

買付等の後に当社株式が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を含

みます。）

ｃ．当社株式の取得対価の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用い

た数値情報及び買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内

容、額及びその算定根拠を含みます。）

ｄ．当社株式の取得資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）
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ｅ．買付等完了後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配

当政策、資産活用策その他企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上に関する方

針（以下「買付後経営方針等」といいます。）

ｆ．買付等の後における当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員その他当社にかかる

利害関係人の処遇方針

ｇ．その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報

当社取締役会は、大規模買付者から提供していただいた情報を精査し、当初提供していただ

いた情報だけでは不十分であると考えられる場合には、大規模買付者に対し、適宜合理的な回

答期限を定めたうえで、必要情報を追加提供するよう求めることがあります。この場合、大規

模買付者においては、当該期限までに、かかる情報を追加的に提供していただきます。

　ニ．取締役会による評価期間

次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締

役会に対し大規模買付情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開

買付による当社全株式の買付の場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締

役会による評価・検討・交渉、取締役会としての意見形成及び取締役会による代替案立案のた

めの期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）とし、その期間内に大規模買付行為につ

いての取締役会としての意見を形成します。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門

家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧

告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。ま

た、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当

社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。

　ホ．独立委員会の設置

大規模買付ルールにおいて、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模

買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値・株主共同の利益を

著しく損なうか否か及び対抗措置をとるか否か等の検討及び判断については、その客観性、公

正さ及び合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、独立委員会を設

置いたします。当社取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会による大規模株式買付への

評価を求めます。独立委員会は、大規模買付情報の提供を受け、大規模買付行為を評価し、対

抗措置発動の実施または不実施等につき、慎重に審議し、当社取締役会に対し、勧告を行いま

す。

なお、独立委員会は、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通する

者、会社経営者として実績・経験を有する社外にある者等の有識者３名以上の独立委員で構成

されており、その判断の合理性・客観性を高めるために必要に応じ、当社の費用で当社経営陣

から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン

トその他の専門家を含む。）の助言を得ることができるものとします。

　ヘ．情報開示

当社は、本ルールの運用に際し、その透明性を高めるため、適用ある関係法令または金融商

品取引所の規定等に従い、本ルールの各手続の進捗状況（意向表明書が提出された事実、大規

模買付情報の提供の完了、独立委員会の設置）、大規模買付に対する当社代表取締役の意見、

代替案の概要若しくは独立委員会による勧告の概要、当社取締役会決議の概要、その他当社取

締役会または独立委員会が適切と考える事項について、適時に情報開示を行います。
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③大規模買付行為がなされた場合の対応

　イ．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買

付行為に反対であったとしても、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりませ

ん（当該買付提案についての反対意見の表明、代替案の提示等をすることはございます）。

　大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当

社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことにな

ります。

　ロ．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合

大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の

如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的とし

て、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社の定款が認める対抗措置をとり、大規

模買付行為に対抗する場合があります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か及

び対抗措置の発動の適否は、外部専門家の意見も参考にし、また、監査役の意見も十分に尊重

したうえで、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。具体的にいかな

る手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択する

こととします。

 ハ．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するも、大規模買付行為が当社グループの企業価値・

株主共同の利益を損なうと判断された場合　　

大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、外部専門家等の意見も参考にし、監査

役の意見も十分尊重し、独立委員会の勧告を最大限に尊重したうえで、当該大規模買付行為が

当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合であると、当社取締役会が

判断したときには、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために適切と考える対抗手段

を取ることがあります。

　二．対抗措置発動の中止について

対応措置の発動を決定した後、大規模買付者から必要かつ十分な情報の提供があり、当社グ

ループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると独立委員会が勧告し、当社取締役

会が判断した場合は、対抗措置を取りやめます。

　

（5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は42百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,780,000

計 15,780,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,722,500 5,722,500
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 5,722,500 5,722,500 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年７月１日～
平成25年９月30日

－ 5,722,500 － 1,075,400 － 942,600
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(6) 【大株主の状況】

平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ナビタス持株会 堺市西区浜寺石津町東１丁５番15号 538 9.40

ツジカワ株式会社 大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目２番19号 150 2.63

株式会社トービ 大阪市城東区放出西２丁目16番14号 125 2.19

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 124 2.17

泉　原　　　博 奈良県御所市 101 1.78

ナビタス従業員持株会 堺市西区浜寺石津町東１丁５番15号 95 1.67

平　木　誠　一 大阪市住吉区 87 1.53

泉　原　節　子 奈良県御所市 73 1.29

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11番３号 73 1.28

金　定　純　子 大阪市西区 69 1.22

計 ― 1,439 25.16

(注)　 当社は、平成25年９月30日現在自己株式を1,438千株（25.13％）所有しておりますが、上記表中からは除外

 しております。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

1,438,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,243,000
4,243 ―

単元未満株式
普通株式

41,500
― ―

発行済株式総数 5,722,500 ― ―

総株主の議決権 ― 4,243 ―

(注）「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式137株が含まれております。
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② 【自己株式等】

　 　 平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己株式保有）
　ナビタス株式会社

大阪府堺市堺区石津北町
９番１号

1,438,000 － 1,438,000 25.13

計 ― 1,438,000 － 1,438,000 25.13

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,617,318 1,579,930

受取手形及び売掛金
※ 785,454 879,646

商品及び製品 73,617 60,251

仕掛品 137,106 134,273

原材料及び貯蔵品 125,517 127,709

その他 70,065 67,355

貸倒引当金 △2,434 △2,522

流動資産合計 2,806,646 2,846,645

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 539,402 526,997

土地 1,015,560 1,015,560

その他（純額） 41,688 42,447

有形固定資産合計 1,596,651 1,585,005

無形固定資産 5,373 5,005

投資その他の資産

投資有価証券 333,071 327,438

その他 55,276 54,454

貸倒引当金 △7,251 △7,273

投資その他の資産合計 381,096 374,619

固定資産合計 1,983,121 1,964,631

資産合計 4,789,767 4,811,277
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 737,814 714,166

未払法人税等 49,585 38,194

未払消費税等 8,889 10,328

賞与引当金 22,409 41,973

その他 98,944 81,564

流動負債合計 917,643 886,226

固定負債

退職給付引当金 40,967 41,003

役員退職慰労引当金 75,101 71,093

その他 10,958 6,974

固定負債合計 127,027 119,072

負債合計 1,044,671 1,005,298

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,155,246 2,199,827

自己株式 △456,457 △456,762

株主資本合計 3,716,789 3,761,064

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,732 20,302

為替換算調整勘定 6,575 24,610

その他の包括利益累計額合計 28,307 44,913

純資産合計 3,745,096 3,805,978

負債純資産合計 4,789,767 4,811,277
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 1,843,548 1,752,353

売上原価 1,304,352 1,238,687

売上総利益 539,196 513,665

販売費及び一般管理費
※ 407,539 ※ 424,299

営業利益 131,657 89,366

営業外収益

受取利息 133 234

受取配当金 1,673 10,113

受取賃貸料 5,871 6,497

為替差益 1,699 2,412

その他 912 5,065

営業外収益合計 10,289 24,322

営業外費用

自己株式取得費用 400 －

その他 447 167

営業外費用合計 848 167

経常利益 141,097 113,521

特別損失

固定資産除却損 349 312

投資有価証券評価損 2,601 －

特別損失合計 2,950 312

税金等調整前四半期純利益 138,146 113,208

法人税等 46,098 36,488

少数株主損益調整前四半期純利益 92,048 76,720

四半期純利益 92,048 76,720
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 92,048 76,720

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,994 △1,429

為替換算調整勘定 1,988 18,035

その他の包括利益合計 △10,005 16,605

四半期包括利益 82,042 93,325

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 82,042 93,325

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 138,146 113,208

減価償却費 25,015 20,838

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,135 110

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,831 19,320

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,280 35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,879 △4,008

受取利息及び受取配当金 △1,806 △10,347

為替差損益（△は益） 6,727 △57

有形固定資産除売却損益（△は益） 349 312

投資有価証券評価損益（△は益） 2,601 －

売上債権の増減額（△は増加） 741 △88,353

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,836 18,308

仕入債務の増減額（△は減少） △8,174 △30,710

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,784 18,064

その他 △13,012 △18,914

小計 219,335 37,807

利息及び配当金の受取額 1,806 10,347

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △69,027 △50,665

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,115 △2,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,413 △8,100

出資金の分配による収入 12,497 819

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,084 △7,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △599 △599

自己株式の取得による支出 △142,772 △305

配当金の支払額 △35,769 △32,328

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,141 △33,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,245 5,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,187 △37,387

現金及び現金同等物の期首残高 1,576,910 1,617,318

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,553,723 ※ 1,579,930
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当第２四半期連結会計期間(自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日)

該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日 至　平成25年９月30日)

　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※　　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連

結会計年度末残高に含まれております。

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

受取手形 43,795千円 －

　

(四半期連結損益計算書関係)

※　　　販管費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

給料手当及び賞与 114,328千円 122,891千円

賞与引当金繰入額 14,155千円 23,521千円

退職給付費用 6,360千円 7,610千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,879千円 5,433千円

貸倒引当金繰入額 5,267千円 166千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金勘定と一致しております。 1,553,723千円 1,579,930千円

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 35,839 7.5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月９日
取締役会

普通株式 32,141 7.5 平成24年９月30日 平成24年12月６日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 32,138 7.5 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月８日
取締役会

普通株式 32,132 7.5 平成25年９月30日 平成25年12月５日 利益剰余金

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 20円86銭 17円90銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益金額(千円) 92,048 76,720

   普通株主に帰属しない金額(千円) － －

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 92,048 76,720

    普通株式の期中平均株式数(株) 4,413,593 4,284,945

(注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

　

２ 【その他】

第35期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)中間配当については、平成25年11月８日開催の

取締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次の通り中間配当を行

うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 32,132千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　７円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成25年12月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　吉　田　敏　宏　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　笹　山　直　孝　　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月14日

ナビタス株式会社

取締役会  御中

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているナ
ビタス株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間
(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ナビタス株式会社及び連結子会社の平成25
年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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